
- 1 -

鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱（※）

（中小企業支援課取扱い）１

鹿児島県告示第85号

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱を次のように定めた。

令和５年１月27日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱の一部を改正する要綱

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱（昭和47年鹿児島県告示第1218号）の一部を次のように

改正する。

第３条に次の１号を加える。

 伴走支援型借換支援資金（中小企業信用保険法第２条第５項第４号又は第５号に該当す

る特定中小企業者その他の売上高が減少等した中小企業者又は組合が，既往の借入金を借

り換えることにより債務の返済負担を軽減させるとともに，金融機関の継続的な支援を受

けながら経営の改善に取り組むために必要とする資金をいう。）

第６条の表に次のように加える。

伴走支援型借換支 特定中小企業者にあつては，中小企業信用保険法第２条第５項第４

援資金 号又は第５号に該当することについて同項の認定を受けたことを証

する書類

第12条の３第１項中「新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症等」に，

「又は第14号」を「，第14号又は第15号」に改める。

第12条の４の次に次の１条を加える。

第12条の５ 第３条第15号に掲げる資金の融資を受けた特定中小企業者その他の中小企業者又

は組合は，３月に１回，取扱金融機関に別表第１伴走支援型借換支援資金の項融資対象の欄

に掲げる計画書に記載する計画（次項及び第３項において「経営行動の計画」という。）の実

施状況を報告しなければならない。

２ 取扱金融機関は，前項の特定中小企業者その他の中小企業者又は組合に対し，必要に応じ

て経営行動の計画の見直し及び経営行動の計画を進めるための経営支援を行うものとする。

３ 取扱金融機関は，保証機関に対し，第１項の特定中小企業者その他の中小企業者又は組合

の事業年度ごとに，当該特定中小企業者その他の中小企業者又は組合の経営行動の計画の実

施状況及び財務状況並びに取扱金融機関の経営支援状況を報告するものとする。

４ 第12条第４項の規定は，取扱金融機関が前項に規定する報告書を提出しなかつた場合につ

いて準用する。

別表第１原油・原材料高騰等対策特別資金の項中「次」を「中小企業者又は組合で次」に改

め，同表新型コロナウイルス関連事業継続支援資金の項中「令和５年３月31日」を「令和５年

１月26日」に改め，同表に次のように加える。
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伴走支 次の要件のいず 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 ア 融資対 同上 同上 同上

援型借 れかに該当するも 象の

換支援 ののうち，保証機 年0.1％

資金 関の定める経営行 イ 融資対

動計画書（これに 象の

記載すべき項目が 別表第２

含まれた既存の計 に定める

画書を含む。）を策 率

定し，融資に係る

保証の協議が令和

６年３月31日まで

に行われるもの

（に掲げるもの

にあつては，に

掲げるものを除

く。）

 中小企業信用

保険法第２条第

５項第４号又は

第５号に該当す

る特定中小企業

者

 中小企業者又

は組合で次のい

ずれかに該当す

るもの

ア 最近１月間

の売上高が前

年同月の売上

高に比して５

％以上減少し

たもの

イ 最近１月間

の売上総利益

率が前年同月

の売上総利益

率に比して低

下しており，

かつ，その差

が５％以上で

あるもの

ウ 最近１月間

の売上総利益

率が直近の決

算による売上

総利益率に比

して低下して

おり，かつ，

その差が５％
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以上であるも

の

エ 直近の決算

による売上総

利益率が直近

の決算の前期

の決算による

売上総利益率

に比して低下

しており，か

つ，その差が

５％以上であ

るもの

オ 最近１月間

の営業利益率

が前年同月の

営業利益率に

比して低下し

ており，かつ，

その差が５％

以上であるも

の

カ 最近１月間

の営業利益率

が直近の決算

による営業利

益率に比して

低下しており，

かつ，その差

が５％以上で

あるもの

キ 直近の決算

による営業利

益率が直近の

決算の前期の

決算による営

業利益率に比

して低下して

おり，かつ，

その差が５％

以上であるも

の

別表第１備考中「事業活動継続支援資金」の次に「，原油・原材料高騰等対策特別資金」

を加え，「及び新型コロナウイルス関連事業継続支援資金」を「，新型コロナウイルス関連事

業継続支援資金及び伴走支援型借換支援資金」に改める。

別表第２に次のように加える。

伴走支援型借 年 0.51 年 0.36 年 0.21 年 0.10 年 0.10 年 0.10 年 0.10 年 0.10 年 0.10 年 0.10

換支援資金 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（融資対象の

に限る。）
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附 則

１ この要綱は，令和５年１月27日から施行する。

２ この要綱（別表第１原油・原材料高騰等対策特別資金の項及び新型コロナウイルス関連事

業継続支援資金の項の改正規定並びに同表備考の改正規定（「事業活動継続支援資金」の

次に「，原油・原材料高騰等対策特別資金」を加える部分に限る。）を除く。）による改正後の

鹿児島県中小企業制度資金融資要綱（以下「改正後の要綱」という。）の規定は，改正後の要

綱第５条第１項に規定する保証機関が令和５年１月27日以後に保証を付する資金の融資につ

いて適用し，同日前に改正前の鹿児島県中小企業制度資金融資要綱第５条第１項に規定する

保証機関が保証を付した資金の融資については，なお従前の例による。


